
日本への入国・帰国に際する出国前検査証明書の取得 

〈サンクトペテルブルク市の医療機関〉 

 

 

 日本への入国に際しては、検疫所へ「出国前７２時間以内の検査証明書」の提出が必要です（日本人を

含む。）。「出国前 72時間以内の検査証明書」が提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が

認められないことになります。 

 

任意のフォーマットの検査証明書でも差し支えありませんが、記載すべき事項がすべて記載されている

必要がありますので、必ずご自身で不備がないかご確認ください。 

 

検査証明書の詳細については、以下のリンクでご確認ください。 (厚生労働省ＨＰ）  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html 

 

当館が確認した日本政府が指定する様式での検査証明書の発行が可能な医療機関は以下のとおり

ですので、ご参考にしてください。 

 

 医療機関名 住所・電話番号 ホームページ 

ЕВРОМЕД 
住所：Суворовский проспект, 

дом 60 

TEL：+ 7(812)327 ｰ 0301 

https://euromed.ru/ 

СМТ-клиника 
住所：Московский пр-т, 22 

TEL：+7(812)777-9777 

https://clinic-complex.ru/ 

МЕДСИ 
住所：ул. Марата, дом 6, 

литера А 

 TEL：+7(812)635-1095 

https://spb.medsi.ru/ 

Лахта Клиника 

 

Лахта Ковенский 

住所：ул. Савушкина, 73/50 

住所：Ковенский пер., 5 

TEL（共通）：+7(812)640-2868 

https://lahtaclinic.ru/ 

発行状況等については変更される可能性がありますので、詳細は直接医療機関にお問い合わせください。 
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